
支　出　（　　）は市の性質区分
食費（人件費） 80 万２千円
医療費（扶助費） 70 万０千円
ローンの返済（公債費） 50 万７千円
家の増改築（投資的経費） 108 万０千円
光熱水費、日用雑貨（物件費） 45 万０千円
アパートの修理、知人に貸したお金
（維持補修費や貸付金など） 5 万２千円

町内会、サークル会費（補助費等） 27 万６千円
定期預金（積立金） 14 万１千円
子どもへの仕送り（繰出金） 36 万５千円

合　　計 437 万３千円

収　入　（　　）は市の収入科目
自
主
財
源

給料 （市税） 95 万９千円

アパート家賃収入などの副収入
（使用料・手数料や財産収入・繰越金など） 38 万６千円

預金の取り崩し （繰入金） 35 万６千円

依
存
財
源

親からの援助

使い道の決められたお金
（国・県支出金） 81 万１千円

自由に使えるお金
（地方交付税等） 153 万６千円

家の増改築のため銀行から借りたお金（市債） 46 万８千円
合　　計 451 万６千円

　■ 鹿屋市の財政事情を家庭の家計簿にたとえると・・・

　■ 都市計画税の使われ方

平成 18 年度 平成 17 年度
①財政力指数 0.47 0.44
　標準財政規模（千円） 22,764,671 22,051,861
　基準財政収入額（千円） 9,277,968 8,918,457
　基準財政需要額（千円） 18,599,090 19,419,595
　経常一般財源収入額（千円） 23,161,767 22,469,521
　実質収支比率（％） 5.8 6.4
②経常収支比率（％） 91.4 89.2
③実質公債費比率（％）　 13.1 13.3
④起債制限比率（％）３か年平均 10.4 10.0

　■ 鹿屋市の主な財政指標

　市民の皆さんに鹿屋市の財政事情をわかりやすく理解してもらうために、平成 18年度の決算額を１万分
の１にして家計簿にたとえてみました。（１家庭の年間収入を約 451 万６千円としています。）

　都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計
画事業、又は土地区画整理法に基づいて行う土地区
画整理事業の費用に充てるため、都市計画区域内の
土地や家屋の所有者に対して課税される目的税です。
　平成18年度の都市計画税の決算額は、4億 4,400
万円で、主に公園や街路、下水道の整備、そしてこ
れらの事業のために借りた市債の償還金に充てられ
ています。

①財政力指数
　 地方公共団体の財政力を判断する指標で、地方交付税法
の規定により算定された基準財政需要額で基準財政収入
額を除して得た数値の過去 3年間の平均値をいい、一般
的に「１」に近いほど、さらに「１」を超えるほど財政
力が強いとされています。

②経常収支比率
　 財政構造の弾力性を判断する最も一般的な指標で、歳出
の経常的経費に充当された一般財源等が歳入の経常一般
財源等に占める割合で、70％～ 80％が標準的とされ、比
率が低いほど財政構造に弾力性があるといわれています。

③実質公債費比率
　 地方公共団体の収入に対する市全体の借金返済額の比率
を示すものです。普通会計の公債費に下水道特別会計や
水道事業等への繰出金 ( 公債費相当分 ) を加算し、財政
負担の度合いを判断するもので、18％を超えると地方
債発行について国や県の許可が必要とされます。

④起債制限比率
　 地方債の許可制限にかかる指標で、地方公共団体におけ
る公債費による度合いを判断するもので、20％を超え
ると一部の地方債発行について制限されます。

　収入 451 万６千円－支出 437 万 3 千円＝残額 14 万３千円となり、この残額は、今年度やり残した家の増改築費用に
１万１千円使われ、残りの 13 万２千円は積立預金となります。
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平成 20年４月から

後期高齢者医療制度がはじまります。
　現在の老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わります。
　現在、75歳以上の人や一定の障害のある 65歳以上の人は、国民健康保険や社会保
険などの医療保険に加入しながら、老人保健制度による医療を受けていますが、平成
20年の４月からは、それらの医療保険を脱退し、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が
運営する新たな医療保険制度「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けていただ
くことになります。また、平成 20 年４月以降に 75 歳になる人は、75 歳の誕生日か
らこの医療保険に加入することになります。
　「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」において、後期高齢者医療保険料の算出方法が
下記のとおり決定しました。

　後期高齢者医療保険料
　後期高齢者の医療にかかる費用のうち、患者が自己負担する１割（現役並み所得者は３割）を除いた分を
公費（国、都道府県、市町村）で約５割を負担、現役世代からの支援で約４割を負担し、残りの１割を 75
歳以上（一定の障害のある人は 65歳以上）の高齢者の皆さんが納める保険料で負担します。
　なお、保険料は、２年ごとに鹿児島県後期高齢者医療広域連合で定めます。

保険料は、個人単位で計算されます。

年金が年額 18 万円以上の人 年金から天引き（特別徴収）

年金が年額 18 万円未満の人
個別に納めます（普通徴収）介護保険料と後期高齢者保険料を合わせた保険料額が年金額の

２分の１を超える場合

公費　約５割（国、都道府県、市町村） 現役世代からの支援　約４割 後期高齢者の保険料１割

【問い合わせ】　市国保介護課　☎ 0994-43-2111　内線 3162 ･ 3198

○保険料収納は、年金からの天引き（特別徴収）と個別に納める（普通徴収）があります。

○新たに保険料を負担することとなる人（被用者保険の被扶養者）の保険料について

　これまで、被用者保険（社会保険など）の被扶養者として保険料を納める必要のなかった人については、

激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから 2年間は、保険料の均等割額が 5割軽減さ

れます。

※１　保険料の賦課限度額は年 50万円となります。

※２　所得の低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得に応じて、７割・５割・２割軽減されます。

保 険 料　※１
所　得　割　額均等割額　　※２

４５，９００円＝ ＋

７割軽減 基礎控除額（33 万円）を超えない世帯

５割軽減 基礎控除額（33 万円）＋ 24.5 万円×世帯の被保険者数（被保険者である世帯主を除く）
を超えない世帯

２割軽減 基礎控除額（33 万円）＋ 35 万円×世帯の被保険者数を超えない世帯

所得割率
８．６３％

前年中の合計所得金額から基礎控除
 （33万円）した後の金額 ×
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